
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ⅰ 横浜企業経営支援財団（ＩＤＥＣ）の融資事業見直しに伴う補正について 

 
１ 事業の経緯 
(1) 平成２年度 

社団法人横浜市中小企業総連合会（現、財団法人横浜企業経営支援財団（以下、 
「ＩＤＥＣ」という））を実施主体に、工業団地や商店街の共同化事業などを対象に、
政策的資金融資事業として「産業開発資金」を実施。 

(2) 平成 19 年度 
制度改正を行い 

・対象事業に企業誘致促進インフラ整備支援、特定協約団体の経営改善支援等を追加 
・融資方法にＩＤＥＣによる直接貸付を追加、「産業活性化資金」と名称変更 

 
２ 融資の仕組と問題点 
(1) 融資の仕組（直接貸付） 

本市から事業主体であるＩＤＥＣに対し貸付を行い、ＩＤＥＣから低利な政策的融
資を実施しています。 

  

 

横浜市 横浜企業経営 

支援財団 

（ＩＤＥＣ） 

外郭団体Ａ

外郭団体Ｂ

毎年 4/1 に貸付。2 年度目以降、IDEC は
前年度末の借入を金融機関等に返済 

翌年3/31に金融機関等から
借り受けた資金で返還 

初年度の市貸
付金を原資に
長期貸付 

産業活性化資金原資 
産業活性化資金融資 

 
(2) 問題点 

・産業活性化融資は、市からの短期（単年度）貸付金を原資に、実質的には市から各

外郭団体等への政策的な融資でありながら、ＩＤＥＣが融資を実行している。その

ため、市として各外郭団体等への貸付の妥当性などを把握しにくい仕組となってい

ます。 

・市とＩＤＥＣとの間の短期（単年度）貸付についても、実質的には長期にわたる貸

付になっています。 

３ 補正での対応 

(1) ＩＤＥＣによる外郭団体等への直接貸付の廃止 

上記の問題点を早期に解決し、外郭団体等の健全性を担保するため、ＩＤＥＣから

外郭団体等への融資（直接貸付）を廃止します。 

それに伴い、既存の貸付残高分については、本市が各外郭団体等（５団体）に長期

貸付を行うこととし、２月補正で長期貸付金を計上します。 

(2) 市が貸付を行う理由 

・各外郭団体等がＩＤＥＣから貸付を受けて行ってきた事業は、公共性・公益性が高

く、事業の継続が必要 

・ＩＤＥＣからの融資は低利(年１．５％)であり、今回の見直しで各団体の経営状況

を悪化させることがないよう、同じ条件で貸し付けることが必要 

４ 補正内容 

 (1) 歳出補正 

ア 財団法人木原記念横浜生命科学振興財団貸付金 

    「横浜バイオ産業センター」(鶴見区末広町)の整備資金として借入れた産業活性

化資金を本市からの貸付金に変更します。 

本市貸付金 利  息 最終弁済日 

1,372,600 千円 年利 1.5％ 平成 40 年 12 月 25 日

 

イ 社団法人横浜市工業会連合会貸付金 

   研究開発型企業の賃貸型試作スペース「T3(鳥浜トライ＆トライアルステージ)」

(金沢区鳥浜町)の整備資金として借入れた産業活性化資金を本市からの貸付金に

変更します。 

本市貸付金 利  息 最終弁済日 

46,000 千円 年利 1.5％ 平成 40 年３月 27 日

 

ウ 株式会社横浜国際平和会議場貸付金 

  18年度の本市からの短期貸付金を19年度に産業活性化資金に切り換えたものを本

市からの長期の貸付金に変更します。 

本市貸付金 利  息 最終弁済日 

16,000,000 千円 年利 1.5％ 平成 39 年３月 25 日

 

(2) 債務負担行為補正 

ア 株式会社横浜国際平和会議場のためにする損失補償 

   施設改修工事のために行う金融機関からの借入に対し、損失補償を設定。 

   産業活性化資金を活用して資金調達する予定でしたが、当該融資制度の見直しを

行うこととなったため、民間金融機関からの借入に変更します。 

期  間 限 度 額 

 

平成 21年度から

平成41年度まで

借入限度額         1,761,000 千円 

借 入 先 市中の金融機関等 

借 入 時 期 平成 22 年３月 

利   率 年 7.0%以内 

償 還 方 法 借入れの月から 20 年以内に償還 
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２ 補正内容 

(1) 出資金の返還 

株式会社横浜アリーナでは、現在、施設の管理運営と施設の維持補修のための資金

確保を中心に運営を行っているため、同社の経営内容に合わせ資産効率の改善を図る

とともに、株主３者の資金需要の高まりなどから、健全経営が可能な範囲内で減資を

行い、各株主に持株数に応じて出資金を返還することになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※資本金１００億円⇒約５０億円 

※株式数及び出資比率に変更はありません 

 
 

(2) 補正金額 

歳入補正 18 款 財産収入 ２項 財産売払収入 ４目 出資金返還収入 
１，２１８，４８７千円 

 
 

【参考】 減資後の資本構成等                  単位（千円） 

 キリンホールディ

ングス（株） 

横 浜 市 西武鉄道（株） 合   計 

減資前資本金 5,882,353 2,436,975 1,680,672 10,000,000

減資額(返還額) 2,941,177 1,218,487   840,336  5,000,000

減資後資本金 2,941,176 1,218,488   840,336  5,000,000

 

 

Ⅱ 事業の執行見込みに合わせた減額補正 

１ 企業立地促進条例による助成事業     ▲109,444 千円 

市民雇用の増大及び市内企業の事業機会の拡大を図るため、企業立地等促進特定地域

において、立地した企業に対して、助成金を交付します。 

 〈補正理由〉 

・平成２０年度認定見込みだった企業立地等事業計画について、申請の取下げ等があ

ったため、認定状況に合わせて減額します。 

 

 

２ ものづくり経営革新設備投資促進事業      ▲31,578 千円 

製造業を営む中小企業の技術・製品の高度化、CO2 削減、防災対策等経営革新のための

工場等の新増設や設備投資をする際に、経費の一部に対し助成を行います。 

 〈補正理由〉 

・一昨年秋の世界的経済危機に端を発した企業活動全般に及ぶ急激な景気の落ち込み

の影響を受け、市内中小製造業の工場新増設及び製造設備に対する投資意欲が減退

し、申請企業数が著しく減少したため、申請額に合わせて減額します。 
 

Ⅲ 株式会社横浜アリーナの減資に伴う出資金の返還による歳入補正 

  

1 株式会社横浜アリーナの概要 

(1) 所在地      港北区新横浜三丁目１０番地 

(2) 代表取締役社長  塚原 一浩（キリンビール（株）） 

(3) 設立年月日    昭和６１年１１月５日 

(4) 資本金      １００億円 

(5) 株主 

    株数 出資比率％ 

キリンホールディングス（株） 70,000 58.8 

横浜市 29,000 24.4 

西武鉄道（株） 20,000 16.8 

計 119,000 100.0 

  

 
 

減 資 額 

約５０億円 

 

 
 

減資後資本金 

約５０億円 

 

横 浜 市 

約１２．２億円

キリン HD(株) 

約２９．４億円

西武鉄道(株) 

約８．４億円

株
主
に
返
還 

【議案書５ページ、説明書 77 ページ】

【議案書３ページ、説明書 63 ページ】 

（5,000,000,390 円）

（4,999,999,610 円）


